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貸付期間は、５年以上25年以内とし、優先交渉権者の
提案を基に、協議して決定します。なお、建物と土地
の貸付期間は同一の期間とします。

貸付期間は、３年以上10年以内とし、優先交渉権者の
提案を基に、協議して決定します。なお、建物と土地
の貸付期間は同一の期間とします。


